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はじめに

わが国の国家財政 は莫大な国債の発行残高を見ても破綻の危機 にあることは

否定できない。にもかかわらず歴代政府 は国民の反発を恐れ、税負担ではな く

国債 という借金によって長い間、財政をまかなってきた。その結果、世界の先

進国には例 を見ないほどの 「借金大国」 としての姿を露呈 してきた。更にこの

国家の莫大な借金の問題に加えて貧困化、「格差社会」の問題が深刻化 している。

日本国憲法は25条 以下で生存権等の社会権を規定 していることか ら憲法には

明記されていないが福祉国家を目指すことは国家的コンセンサスとなっている。

最高裁 も 「憲法は全体 として、福祉国家的理想のもとに」生存権、勤労権 を保
　ラ

障 し、経済的劣位にある人々に適切な保護政策を要請 している、 とす る。 しか

し、今や国家財政の逼迫化 とともに社会保障にも支出削減のメスが入れられよ

うとしているのである。

日本国憲法では財政に関 して国会の決定、法律に基づ くとされている。収入

に限定 していえば課税、国債の発行等が、また、支出に関 しても内閣提出の予

算案は国会の承認を受けるとされている。要するに財政に関 しては国会の議決、

法律に依拠するわけであり、これを一般 に 「財政民主主義」 と呼んでいる。 し
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か し、 このような憲法の規定 は財政運営の民主的、手続き的規定にとどまり、
　　

憲法における福祉国家、人権保障等の実体的内容 との関連が不明確である。

日本国憲法の 「財政民主主義」の規定自体は明治憲法における財政の統制に

比較すれば国民主権を具現化するもの として歴史的に評価に値する。 しか し、

財政に関 して国会、法律に委ねることは全面的に政治過程に依拠することで も

あり、憲法の理念内容の実現 において問題がないわけではない。そこで大石真

や佐藤幸治は 「財政民主主義」を制約するものとして 「財政立憲主義」の言葉

を使用 している。

その意図は財政の統制を国会に全面的に委ねるのではな く、内容的に憲法上

の枠を設定することである。大石は 「財政立憲主義」は 「財政民主主義」 とは
の

一応区別 されるべきものであ り、 「財政民主主義への憲法的制約」 としている。

また、佐藤幸治 も 「憲法が国会の財政処理のあ り方にも一定の憲法的統制を加

えていることに注 目し、そうした面 も含めて財政立憲主義 と観念することにす
の

る」 と述べている。

本稿では日本国憲法におけるこのような意味での 「財政立憲主義」の意義を

改めて確認するとともに財政一般の憲法的統制だけでなく主 として福祉国家の

確立、展開のためにはいかなる財政のあ りかたが望ましいのかを中心に考察す

る。そのために税制、財政支出、格差社会の現状等の分析を行い、福祉国家に

おける財政の統制 に関 して手続き的に国会、法律 にのみ依拠するのではな く内

容面において憲法的統制がどこまで可能なのかの検討を試みる。

(一)財 政立憲主義の意義

①明治憲法における財政の統制

明治憲法では 「会計」の章を設けて財政の憲法的統制を図っていた。た とえ

ば、62条 は租税法律主義を規定 し、64条 は予算に関して国会の協賛を必要 とす

るとしている。 このように明治憲法における財政の憲法的統制の意義は手続き

上、一定の領域に対 して国会の統制を認めたことにある。 しか し、他方で67条

では 「憲法上ノ大権二基ツケル既定 ノ歳出」などは政府の同意なしに議会は廃

除、削減 はできない、 とするな ど国会の権限はかな り制約 されていた。
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更に71条 では国会で予算が成立 しない場合は政府が前年度予算を執行できる

など国会の財政に関する権限の制約があ り、逆に政府の権限を大きく認めてい

た。そもそも明治憲法は天皇主権を基盤 としながら西欧の近代立憲主義を導入
らラ

しようとする両面性があり、財政に限らず憲法全体 を貫 く基調であった。 それ

ゆえに財政に対する憲法的統制は限 られた領域での国会による手続き的統制に

とどまったのである。

また、明治憲法の財政に関する章のタイ トルは 「会計」であった。推測の域

を出ないが、 「会計」 とすれぼ、単に国家の 「カネ」の出し入れという語感的要

素が強まる。もちろん、62条 、64条 で国会の政治的決定を認めているのである

か ら単なる 「カネ」の出 し入れに終わらず政治的決定を含む意味で今 日の 「財

政」の意味で使われたか もしれない。 しか し、明治憲法の財政の統制の限界を

考える上で 「会計」の言葉の意味は改めて検証されなければならない。

そして、明治憲法の財政に関 しては根本的問題を取 り上げる必要がある。そ

れは明治憲法の公式解説書 ともいえる伊藤博文の 『憲法義解』における国民の
の

納税義務に関す る説明である。そこではフランスの 「民約の主義」、すなわち、

国民主権を基盤 とする社会契約論が批判 され、税金 は国民の承諾に起因するも

のではな く、また、国民の要望に応 じて政府が行 う行為に対する 「報酬」でも

ないとしている。

そして、『憲法義解』は税制に関してわが国の古代の租庸調の制度から説明 し
の

「租税の法律上の理由は臣民の純然たる義務 に在 り」 と説 き、税は国民の一方的

な義務である、 と断言 しているが この事 はその後、国民に 「税 はお上によって

取られるもの」 という 「租税抵抗」の意識を根付かせ るものであった。 しかし、

国民主権の今 日では、そのような意識は変化を迫 られており、税金だけでな く

財政一般に関 して 『憲法義解』が否定 した社会契約論的な視点か ら国民による

憲法的統制を考えるべきである。

② 日本国憲法における財政の統制

日本国憲法では国民主権が確立 し、財政に関する憲法的統制も大き く変化 し、
　ラ

明治憲法の限界は大 きく取 り払われた。憲法の財政に関する章のタイ トルも 「財

政」に改められ、83条 は 「国の財政 を処理する権限は、国会の議決に基づいて、
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これを行使 しなければな らない」 として 「財政民主主義」を明 らかにし、84条

では 「租税法律主義」が確認 されている。その他、明治憲法下の 「皇室自律主

義」を排 し、88条 では皇室の財産は国に属するとし、皇室の費用は予算に計上

して国会の議決を経なければな らない としている。

ただ、「財政民主主義」 といい、「租税法律主義」 といってもその基調にある

のは国会の決定であ り、法律である。確かに君主(天 皇)主 権か ら国民主権へ

の変更によって財政 に関 して天皇、政府による国会に対する制約はな くなった。

とはいえ、国民主権はそのまま 「国会主権」ではないのは当然であ り、憲法の

最高法規性か らすれば財政内容に対する憲法的統制はありうるはずである。

しかし、実際には財政内容に対する憲法的統制 は緩 く国会の裁量に委ね られ

ている部分が多い。憲法学においてもこれまで 「財政民主主義」、「租税法律主

義」を確立することで 「了」 とする傾向が見 られた。また、多 くの最高裁の判

例においてもこの問題は直接、憲法の領域に関わることではな く、立法裁量の

問題であ り、民主主義、政治の領域の問題であるとされてきたのである。
　　

たとえば、給与所得者に対する課税のあり方が争われた 「大島訴訟」で最高

裁は 「課税要件等を定めるについては、極めて専門技術的な判断を必要 とする

ことも明らかである。 したがって、租税法の定立については、国家財政、社会

経済、国民所得、国民生活等の実態についての正確 な資料を基礎 とする立法府

の政策的、技術的判断にゆだねるほかはな く、裁判所は、基本的にはその裁量

的判断を尊重せざるを得ない」 と広 く立法裁量を認めている。

これに対 して大石真や佐藤幸治が 「財政民主主義」 とは区別された 「財政立

憲主義」を強調 している点が注目されるのである。た とえば、大石は 「財政民

主主義 も、 しかし、絶対的な原則ではない。憲法 は国会中心の財政処理のあり
　の

方に対 して制約を設けている」 と指摘する。そして、憲法上の制約 として具体

的に 「権利保障その他の関係」 と 「公金支出 ・公的財産供用の禁止」の二点を
　

あげている。

まず、後者に関 していえば、憲法89条 の前段は政教分離原則に基づき宗教団

体への公金等の支出を、後段 は公の支配に属 しない慈善 ・教育 ・博愛の事業に

対す る公金等の支出を禁じている。89条 の前段、後段の解釈については議論の

分かれるところであるが、 これ らの問題 を大石が 「財政民主主義」 と区別 して
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財政内容の憲法的統制の問題 として改めて取 り上げたことに意味がある。

次に前者 についてであるが、大石は平等原則、適正手続の保障などの憲法の

人権規定が税制などの一定の領域に統制が及ぶ としている。ただ、 この人権保

障に由来する憲法的統制が税 とい う財政収入に限定 されるものなのか、それ と

も財政支出にまで及ぶべきものなのか、具体的な帰結は明 らかではないが財政

に関 しては憲法上の制約があ りうることを示唆 していることが注目される。

また、税法学において三木義一は憲法の平等原則 を税法一般 に、憲法の生存
　　　

権の理念を所得税の法制に反映させ るべきであるとする。そして、 「税制を憲法

の理念にふさわしいものにしてい くためには、課税面だけでな く、使途面 にも
　

チェックが必要である」 と指摘する。ただ、財政に関する憲法的統制が直接的

に明示されている89条 はともか く生存権のような抽象的規定が どこまで国家財

政の内容に関 して具体的に統制できるかは容易ではない。

③国家財政の現状

国家財政の憲法的統制を考えるためには現状について把握 してお くことが必

要である。まず、第一に、国家財政の収入面か らいえば国債の占める割合 は過

度に大 きい といわざるを得ない。国家財政 は本来、国民か らの税によって賄 う

のが原則である。戦前においては戦争遂行のために赤字国債が大量に発行 され、

その結果、戦後 には財政破綻の危機が もたらされた。そのこともあって1947年

に公布された財政法では財政規律を厳格 に遵守することを国に義務付け、赤字

国債の発行を禁 じていたはずである。

財政法は戦時財政の破綻を総括 し、 日本国憲法下の国家財政のあり方を基礎

づけ、統制する基本法である。同法4条 は 「国の歳出は、公債又は借入金以外

の歳入を以て、その財源 としなければならない」 と規定 し、赤字国債の発行を

原則、禁止 している。 しか し、1975年 度の補正予算において赤字国債が発行さ

れ、その後 も年度 ごとの特例法によってその都度、容認されて今や国債の発行

なしには国家財政は成 り立たないのが現状である。

そして、毎年の赤字国債の発行によって国 と地方を合わせて累積 した公的債

務は1000兆 円を超え、GDPに 対する債務残高の比率は先進国の中では突出 した
　　ラ

「借金大国」 となっている。また、毎年の予算における国債の利払い費の割合も
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高いことも財政硬直化をもたらしている。財政破綻の危機の中で この借金の問

題をどこまで も国会の裁量に委ねてよいのだろうか。その点、 ドイツ憲法109条

3項 は原則 として国債の発行 を禁 じ、憲法上の縛 りをかけていることが参考に

なる。

しかし、 このことに関 して政府のみに責任を負わせるのも躊躇される。なぜ

なら国家財政の基本は税にあるとはいえ、国民の意識は明らかに税負担を嫌 う
　ら　

傾向があ り、租税への忌避、「租税抵抗」の強い国であるか らである。 しかし、

「租税抵抗」の国民の意識にもかかわらず国民の租税負担の実際は異な り、2011

年の租税負担率についてみると 「日本は16.8%と 世界で最も租税負担の小さな
　

国の一一つである。同年のOECD平 均は25%程 度であった」ことを注視すべきで

ある。

結局、国民の 「租税抵抗を回避するために税収依存度を切 り下げていった結
　ア　

果、 日本の租税国家は債務に塗れ、破綻寸前である」 ということになる。この

ことは国民の政治意識(と りわけ公共性の意識)の 問題であるとともに国民か

ら付託 を受けた国会の政治判断(選 挙民 ・支持者 にお もねる国会議員)の 問題

で もある。それゆえに最高裁の判決のように税のあ り方を国会の政策的、技術

的判断にのみ委ねて良いのか疑問 とせざるをえないのである。

第二 に、支出面 に関 しては、財政内容の不透明性の問題がある。国家の予算

には一般会計 と特別会計があり(財 政法13条)、 前者は国家の一般的経費にあて

るものであるが、後者は特定の事業や特定の資金の運用、更には特定の収入を
　　ラ

特定の支出にあてるものである。一般会計の内容 についてはマスコミによって

大き く報道されるが、特別会計の方は社会の注 目を浴びず、使途内容について

も長い間、疑問がもたれてきた。特定の事業への支出に限定されることか ら不

要不急の事業が行われた り、剰余金が会計内部に蓄積 された りした(た だ、2007
　

年の 「特別会計に関する法律」によって一応の改善はなされた)。

また、 「財政投融資計画」は予算案 と同時に策定されるが、税金ではなく有償

性の資金を原資 として政府が公企業や私企業などに対 して行 う金融機能である
　の

点で国家財政上、特別な位置にある。これ らについて多 くは特別会計 として計

上されているが、「財政投融資計画」について政府の説明が透明性のあるものか、

国会で十分議論 されたのかが問題なのである。
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財政の憲法的統制 に最 も重要な ことは国民の財政 に対する関心である。財政

法40条 で内閣は歳入歳出決算を翌年度の通常国会において提出することを求め、

46条 で内閣は予算が成立 した時は予算、決算、公債、国有財産の現在高等につ

いて 「印刷物、講演 その他適当な方法で国民に報告しなければな らない」 とし

て国民への報告を義務付けていることをもっと注 目しなければな らない。

(二)福 祉国家と財政

①福祉国家と格差社会の現状

わが国が福祉国家 を目指 してお り、明治憲法に比べれぼ生存権をはじめ多 く

の社会権が日本国憲法にはじめて規定 されていることは大きな進歩である。そ

して、実際に生活保護制度の確立、国民全員が加入を義務付けられる年金、保

険(国 民皆年金 ・国民皆保険)等 の社会保障の各制度も整備 され、国民年金法

では明確に生存権の理念 に基づ く、 と明示されている。 しか し、実際には近年、

改めて貧困化、 「格差社会」の深刻化の現実が指摘され、福祉国家の理念が揺 ら

いでいる。

佐藤幸治は福祉国家の憲法上の基盤である生存権 は本来、不確定的なもので

はな く、法律の具体化が必要であり国家の義務であること、国家が法律を制定
　り

しない場合は、立法不作為 として国家賠償の対象 となることを述べ、生存権 は

財政に対して憲法的統制の根拠 となりうることを示唆 している。 しか し、この

ような憲法理念 とは異なり、国家財政の現実はそれに相反するもの となってい

ることが問題なのである。

かつてわが国はL億 総中流社会」 ともいわれ、格差の少ない社会であると

されてきたが、現状 は大き く異なる。格差 を表す指標であるジニ係数を見 ると

日本はイギ リス、アメ リカよりは格差は少ないが、ヨーロッパ各国よりも大き

く、 しかも格差は拡大 している。格差の拡大は貧困問題を露呈させるが、相対
　

的貧困率についてみると確実に貧困化は一層、進行 している。また、貯蓄のな

い人は70年 代か ら80年 代後半にかけて5パ ーセ ント程度あったが2005年 には
　ヨラ

22.8パ ー セ ン トに も達 して い る。

しか も、 貧 困 化 は 世 代 を継 承 す る こ とが 指 摘 さ れ 、 近 年 、 こ ど も の貧 困 の 問
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題が取 り上げられているが、こどもたちは経済的貧困に苦 しむだけでな く家庭

の貧困が もたらす文化的、教育的環境の劣化によって将来に対する 「希望喪失」

的状況 に陥っている。貧困化の問題は単に経済格差の問題に とどまらず、経済

効率の低下、人材の有効性の低下、犯罪の増加、社会の負担増、貧富の差によ
　ラ

る倫理性の喪失等の問題を引き起 こす可能性がある。

ところで、貧困化への対策 としては社会保障だけでな く労働者の雇用保障 も

重要かつ不可欠である。福祉 とは生活保障であ り、生活保障は社会保険 と公的

扶助などの 「社会保障」 と雇用 の創出 ・拡大を実現する 「雇用保障」の二つか
　

らなるとされている。 しか し、石油ショック以降、日本の企業が非正規の労働
　の

者の数 を拡大させてきたことも貧困化を促進 し、非正規の労働者の全労働者に
　の

占める割合は既に30パ ーセントを超 えているとい う異常 さである。

このような労働の非正規化が正規の労働者 との収入格差を生んできたのであ

るが、社会保障は収入格差がもた らす貧困化に対する対症療法 ともいえる。そ

れゆえに雇用保障に目を向けなければ貧困化への根本的解決にはな りえないの

である。 ところが、政府は企業側の要請 に応 じてか 「労働の自由化」の名の下

に雇用の流動化に熱心な一方で労働者の立場を考慮 しての雇用の保障、最低賃

金のアップの問題 にはあまり積極的ではない。

福祉国家を憲法上根拠づけるのは25条 から28条 までの社会権である。 しか し、

憲法学においてはともすると社会権が個々別々に議論、解釈され ることが多 く、

また、国家からの自由を重視 し、27条 の具体的内容に触れないような議論 もあっ

た。憲法学においても 「格差社会」の現状認識を深 めるとともに生活保障の観

点か ら27条 、28条 の雇用保障 と25条 の社会保障を関連づけなが ら総合的に解釈

してい く必要があ り、その要 となるのが福祉国家、人間の尊厳の理念である。

②福祉国家における税制のあり方

福祉国家の理念の下で 「格差社会」を解消するための財政措置 として、まず

収入の問題である税制のあ り方を検討する。憲法では税制について何 ら特定す

ることな く最高裁も税制のあ り方は原則、立法裁量の問題であるとしている。

しか し、憲法25条 の 「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」 と

いう生存権規定を考慮す るならば、単なる立法裁量の問題ではなく福祉国家の
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税制 として望ましい方向性が考えられ るのではないだろうか。

本来、税制の役割 として 「所得再配分」の機能がある。税には個人所得税、

法人税、固定資産税、相続税、消費税などがあるが、所得再配分の機能 の問題

として個人所得税が重要であ り、その問題 を取 り上げる。現行の個人所得税制

は累進課税であり、単純化 していえば所得の上昇に応じて課 される税率 も上が

る制度である。累進課税制は所得再配分の機能を持ち、豊かな人々が貧 しい人々

のためにより重い税負担をする意味で国民の連帯性 をもたらす とされている。

累進課税については 「形式的平等 よりも実質的平等を重視 したもので、憲法
　

が要求する応能負担原則にふさわ しい税率 と一般に解されている」 との見解は

福祉国家の税制のあ りかたとしては同感できる。 ところが、戦後、個人所得税

の累進課税の最高税率はかつての70パ ーセントから50パ ーセントへと引き下げ
　　　

られ、更には37パ ーセントへ と変更されてきた という経緯がある。(た だ2015

年には再び45パ ーセントに引き上げられているが、 ともか くこれまでの税制は

財政の所得再配分の機能 に逆行 しないか疑問である)。

他方、個人所得税に対する減税の一方で新たに消費税が課せ られるようになっ

た。 しかし、消費税 は所得再配分の機能 を持たないどころか低所得者ほど所得

に占める税負担の割合が高 くなるという 「逆進性」の機能 を持つ。財政危機の

現実からいえば消費税の導入 自体はやむを得ない面があるともいえるが、それ

は個人所得税の 「累進課税」の強化を前提 とした上でのことではないだろうか。

このようにわが国の個人所得税の税制 においては所得再配分の機能 が低下 し

ているが、資産課税についても同様な問題がある。これは トマ ・ピケティが 『21

世紀の資本』で取 り上げ、世界的に話題 となったことが らである。彼は 「資本

収益率が産出 と所得の成長率を上回 るとき一中略一資本主義は自動的に、恣意

的で持続不可能な格差を生みだ し、それが民主主義社会の基盤 となる能力主義
ヨの

的な価値観を大幅に衰退させ る」 としている。

彼の理論を要約すれば、資本 とは不動産や金融資産等を意味し、所得 とは労

働所得を示す ものである。そして、資本の収益率の伸びが労働所得の上昇率を

上回ると格差を生み出すとしており、その結果、個人の能力ではな く資産によっ

て評価されるような価値観を生み、平等 を基礎 とする民主主義社会の存立を脅

か しかねない と警告しているのである。
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このような資本がもたらす格差拡大への対応策 としては、た とえば、相続財

産に対する課税の強化が考えられる。しか し、その他にも現状では資本(金 融

資産等)に 対する課税は、低率でなおかつ労働所得 とは切 り離された 「分離課

税」 となっていることが問題である。 「分離課税」の他にも 「申告不要制度」が

ある。 これでは個人の所得全体の把握が不可能であ り、資本 に対する低率の課

税 という結果をもた らしてお り所得再配分のためには 「総合課税」への転換が
　

必要である。

税制の問題は単なる財政バ ランスの問題 としてではな くどのような理念の下

で個別の制度を確立 してい くかが重要である。 ピケティも 「課税は技術的な問

題ではない。それは何よりも政治哲学的な問題であ り、あらゆる政治課題の中
ヨの

で最 も重要なものとすら言える」 として政治哲学の重要性を指摘する。そして、

福祉国家(彼 は社会国家 として表現)と 税制の関係性について 「累進課税は社

会国家のきわめて重要な構成要素だ。累進課税 は社会国家の発達 と、20世 紀の

格差構造変化の中心的役割を果たしたし、将来にわたって社会国家の存続を確
　

保す るためにも重要であり続 ける」 とも述べ る。

やは り日本国憲法の下においては税制の問題は単なる財政政策、立法政策の

問題ではなく、福祉国家の理念を基盤に貧困の解消を目指 した所得再配分を優

先的な軸 に考え議論すべ きである。確かに福祉国家の理念から直接的に帰結さ

れる税制があるとは断定できないが、少な くとも福祉国家の理念に結びつけた

議論の必要性はいえるのではないか。その意味で税法学において憲法を軸 とし
　

た租税法学、『租税憲法学』 という言葉 も理解できるのである。

③福祉国家と財政支出の問題点

次に貧困解消のための財政支出の問題 に目を向ける。国家の財政状況の深刻

化に加 えて高齢化社会の進行 に伴い社会保障費は毎年、増大 している。た とえ

ば、2010年 の国家の一般歳出に占める社会保障費の割合は51パ ーセントにも達
　

し、政府 は財政状況の改善の対象 として社会保障費の削減に目を向け、利用者

負担の増加や給付水準の引き下げを実施 し始めた。 しか し、わが国の政府によ

る社会保障費の国民一一人当た りの支出は欧米先進国 と比較すると最低水準にあ
ヨ　　

ることに目を向けなければならない。
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にもかかわ らず国民年金、厚生年金 ともに保険料が引き上げられている。そ

して、給付についていえば老齢基礎年金だけでは生活保護の生活扶助額を下回っ

ている現状があ り、「生活保護水準を目安に、基礎年金の給付水準の違憲性を論
　

証することも可能 となろう」 との意見 もある。そもそも血縁共同体、地域共同

体の絆が失われつつある今 日、それを国家による公共サービスによって補完せ

ざるをえない現実がある。

確かに財政危機の中では社会保障費の見直 し自体 は否定できないが、国政全

般の行政改革の一環 として行 うべきものである。他 に経費削減のための行政改

革が必要な分野があるにもかかわ らず業界の圧力のな く、政治的発信力が弱い

社会的弱者が対象 となる社会保障の分野 に集中的に支出の削減が及んでいると

した ら福祉国家の理念 に反する不公平、不公正極 まりない話である。

財政支出に関 しては総花的な経費の積みあげではな く福祉国家の理念に基づ

き優先順位を考えるべきである。 もちろん、社会保障に関わる無駄、不正の支

出は止めるべきであって も生活、生命に直接、関わる社会保障は人間の尊厳を

守るために必要不可欠であ り、経済政策一般より優先順位を高 く置 く必要があ

る。もし、それでも財政状況が許さないとしたら行政上の経費削減 とともに 「人々
ヨ　　

に政策の信 を問い、真っ向から増税政策 を検討すべき」である。

財政一一般に関 してR.マ スグレイヴは 「資源配分の調整」、 「所得の再配分」、
　

「経済の安定」の三つの機能があるとしている。社会保障に関して政府の負担を

軽減するために 「小 さな政府」を志向する見解があるが、先に述べた国民一人

当た りの政府支出だけでな く政府の支出の対GDP比 もヨーロッパ諸国に比較 し
　

て少ないことを見れば国家財政の機能は十分に働いているとは思えない。

④財政 と会計検査院の役割

ところで、 日本国憲法は明治憲法 と同様 に会計検査院を設置して財政一般に

関する検査の任務を規定 している。会計検査院の制度についてこれまであまり

注目されてこなかったが、今 日、財政立憲主義に関して財政の適正化に対する

役割に期待すべきものがある。日本国憲法90条1項 では 「国の収入支出の決算

は、すべて会計検査院が これを検査 し、内閣は、次の年度に、その検査報告 と

ともに、これを国会 に提出しなければならない」 と規定する。毎年度、会計検
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査院は不当、不正の支出にっいて指摘 し、是正を促 している。

会計検査院はいわゆる独立行政委員会であり、内閣か ら独立 した機関である

(会計検査院法1条)。 それゆえに政府の財政支出について専門機関 として中立

的に精査できるはずである。しか し、行政の明 らかな不当、不正な支出を指摘

できてもそれ以上に踏み込んで業務内容の妥当性 までは切 り込めないのが現状

である。そこで業務 内容の精査については会計検査院の単独の任務 というより

は政治機関であ り、国政調査権を有する国会 との連携が必要である。

会計検査院法20条2項 は 「会計検査院は、常時会計検査を行い、会計経理を

監督 し、その適正 を期 し、かつ是正を図る」 とする。 ここで 「常時」であるこ

とは年度末の報告だけではな く日常的に財政支出に関わる活動に踏み込む こと

がで きる。そして、25条 では会計検査院は常時又は臨時に職員を派遣 して実地

検査をすることができ、実地検査を受けるものは応 じる義務 を有するとされて

いる。

更には35条 で会計検査院は利害関係人か ら審査の要求があった時はこれを審

査 し、その結果、是正を要するものがあると認められる時は判定結果を主務官

庁に通知 しなければならない とし、続 く36条 でも会計検査院は検査の結果、改

善の必要があると認める時は主務官庁に意見を表示 し、改善の処置を要求する

ことができるとしていることを見れば、国家の財政活動の適正化について会計

検査院の役割は大いに期待 したいところである。

しかし、先に述べたように会計検査院の活動が会計監査の域を出ず、業務内
　

容の監査の域まで立ち入っていないという批判がある。業務内容の監査の域に

まで関与するためには国会 との連携が必要であるが、既に国会法の改正によっ

て衆議院に 「決算行政監視委員会」が設置 され、参議院に 「行政監視委員会」

が設置 されている。更に財政法30条 により各議院、各議院の委員会 も会計検査
　　　

院に対する検査要請権が認められ、 これまで以上に会計検査院 と国会の協力関

係が可能 となったのであれば、その活用が望まれるのである。
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(三)国 民主権 と財政、社会福祉

①権利 としての社会福祉

立憲主義の歴史を顧みれば国民主権 と税の問題 とは密接に関係 してきた。イ

ギリスの議会は国民主権の意識の高まりとともに国王による課税への抵抗の問

題を中心に発展 してきた。アメリカの独立革命においても 「ボス トン茶会事件」

での 「代表な くして課税なし」の言葉にも見 られるように税の問題は国民代表

の議会の同意に関わるものであった。それゆえに税制は単なる個別の税の問題

ではな く国民主権の根幹にかかわるものであった。

それゆえに生存配慮についても国家による上からの恩恵ではな く下からの国
　の

民の権利 として構成 されることが必要である。福祉国家は 「市民自らの要求を

統治 ・政策に反映することが制度的に担保 されている政治体制、すなわち民主
　の

主義的政治体制においてのみである」 とい うことにな り、生存配慮は単なる財

政資源の再分配 としてではな く人間(個 人)の 尊厳 を基盤 とする権利保障に基

づ くものあ り、国民主権の発動ではな くてはならないのである。
　ラ

その意味で 「福祉国家か ら福祉ガヴァナンスへ」 という主張は国家による上

からの給付 としての生活保障ではなく国民主権の下、国民が多様な形で参加 し、

生活保障そのものを具体的に形成す るあり方を求めるものであって注 目される。

具体的には公共サービスの担い手を公的機関にのみ委ねるのではなくNPOな ど

の非営利組織にも委託することな ども要請 される。

また、社会保障法における人間が論 じられる中で1990年 後半以降、社会保障

構造改革が本格化 し、社会保障法の捉え方も変化 している。それまで社会福祉

サービスの提供に際しては行政庁主導による 「措置」が主流であったのが、サー
　の

ビス提供者 と利用者の 「契約」関係になってきた、とされているか らである。

この 「措置か ら契約へ」の流れは社会保障における国民主権の具体的行使、国

民の主体性を確立する点で評価 され るべ きものがある。

ところで、税金の問題にせ よ、財政支出の問題について もどこまで憲法上の

人権規定から直接的に統制が及ぶ ものであるか確定的なことはいえない。た と

えば、消費税は低所得者の最低生活費に負担を負わせる危険があ り、適切な措
るア　

置を採 らない限 り違憲の恐れがあるという意見 もあるが、 この場合の 「適切 な
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措置」 とは実際には立法、行政機関の裁量に委ねられることが多 く、裁判上、

違法性、違憲性を根拠づけるのは容易ではない。

②財政の司法的統制

これまで財政に対する様々な司法的統制が試みられてきたが、たとえば、軍
　　　

事費の支出をめぐる訴訟では裁判所は司法的統制の可能性を認めてこなかった。

これ らの訴訟では原告は特定の軍事費の支出分の税負担削減 を求めたが、裁判

所は 「所得税の賦課、徴収 自体は税収の個別具体的使途 と無関係で これか ら独
　

立 したものである」 として特定の支出 とそれに関連する税負担の削減について

は消極的な態度を示 したのである。

このように裁判所は国費の支出と税の賦課徴収 とは根拠が異なるという伝統
　

的な理解 に立っている。また、財政学においても 「統一性の原則」の下、特定
ら　　

の収入 と特定の支出を結びつけることには否定的である。要するに特定の軍事

費の支出について国民が違法性ありと受けとめた としても軍事費支出 と結び付

けて税負担の軽減 を求めるような司法的統制は難 しいということである。

三木義一も軍事費支出をめ ぐる裁判例 を検討する中で法律上の地位、権利の
ら　ラ

問題 と軍事費支出 とを関連づけるのは困難であるとする。 「財政支出に対する司

法的救済の可能性 を阻んでいる中心的論点は、財政支出そのものは何 らかの具

体的人権侵害には直接にはつなが らず、納税者 ・国民の財政支出に対する不満
　

は政治過程で解決すべきものである」、 とする。

これらの訴訟では原告は 「平和的生存権」や 「納税者基本権」を根拠に国家

の財政支出の違法性を問 うたのであるが裁判所の判断はこの点で消極的であっ

た。 これらの権利が主観的権利 として訴訟を提起 しうるような具体的権利性を

有 したものか、 もしくは訴訟要件を満た しうるものかについては判例だけでな

く学説 においても否定的な意見が多い。

ただ、三木義一はこの点について 「納税者基本権」などを強調 しな くても財

政の司法的統制は可能であ り、国民が負担す る租税 は憲法の枠内で支出するこ

とが前提であり、その枠外やそれに反 した支出は権利侵害の可能性があるゆえ
　　

に、支出の差 し止め、事後の無効判決は困難であるが損害賠償請求は可能であ
らら　

る、 として このような形での財政に対する司法的統制の余地 を認めている。
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では 「平和的生存権」や 「納税者基本権」よりは権利性が認め られている生

存権に関して財政の司法的統制は可能であるのか、これまで中心的課題 となっ

てきたのは生存権の法的性格の問題であった。そして、プログラム規定説、抽

象的権利説、具体的権利説の競合の中で抽象的権利説が通説的地位を占めてき

た。ただ、抽象的権利説において も生存権の具体化 には国家に依 る制度形成が

不可欠であ り、立法裁量、行政裁量を否定できない面がある。

そこで生存権を主観的権利 として軸に据 えて権利内容をいかに具体化 しよう

として司法的統制を求めてもその限界性 を否定できない。そこで今後の一一つの

限界性打開策 として ドイツ公法学の ように憲法における人権規定を主観的権利
　

と客観的法の 「二重の性格」を有す るもの として理解 し、生存権の主観的権利

としての限界を踏 まえ、客観的法の観点からの司法的統制を考 えることも必要

である。

た とえば、生存権 について一応、第一次的には立法裁量、行政裁量を認 めた

上で司法が客観法の観点か らその濫用を統制することである。これまでも最高
らの ら　　

裁は行政裁量を認めた 「朝 日訴訟」で も、立法裁量を確認 した 「堀木訴訟」で

も裁量権の限界を超 えた場合、又は濫用 した場合は違法な行為 として司法審査

の対象 となるとしてきた ことを踏まえるならば、生存権の客観的法の側面から

立法、行政裁量に対する司法的統制の可能性も考えられる。

要するに裁判所が主観的権利 としての生存権の具体的形成に関 して第一次的

に全面的に判断を担 うのではな く客観的法 としての生存権を根拠 として審査密

度を高め、第二次的に立法、行政が行った行為(裁 量)に 対する審査 という形

での統制を行 うことが求められるのである。この場合、司法が行政、立法の判

断に対 して緩やかな審査を行 う 「裁量権濫用審査」、逆に厳格な審査 をする 「裁

量判断代置の手法」も必ず しも妥当とはいえない。

そこで行政裁量、立法裁量の行使の際に 「考慮すべき事項」を適正に考慮さ

れたか判断過程が裁判所によって審査 される手法が考えられるのである。そし

て、その場合、平等原則や比例原則 も適用 される可能性があるので判断過程、
　

判断手続 きだけでな く実体的内容 も審査 を受けることになる。これは 「裁量判
　

断過程統制の手法」 と呼ばれるものであ り、今後大いに検討に値する。

以上の議論は権利(法 益)侵 害を根拠 とした主観訴訟による財政の司法的統
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制の問題であるが、その他に地方自治法に定める住民訴訟のような客観訴訟を

国政 レベルでの実現を求める意見 もある。客観訴訟 は新たな法律による設定が

必要であるが、住民訴訟 と同じく主観訴訟における権利、利益侵害の要件は必

要な くなる。その点で(住 民ではな く)国 民の提訴が容易になる利点がある。

③ 「国民訴訟法案」

この点については日本弁護士連合会が2005年 に発表した 「公金検査請求訴訟
　

制度の提言」が具体的かつ詳細であ り、関心が もたれる。同提言では 「国民訴

訟法案」 とも呼ばれる具体的法制度が提示されているが、同法案1条 は目的 と

して、公務員等による違法な行為により財産上の損失を被 ることを防止するた

めに国民にそれらの行為を防止 し是正を図る権利 を認める、 としている。

ここで国民自らがイニシアティブを とって公金およびそれに関わる行政の不

適切な行為を是正する権利を認め、そこか ら会計検査院、裁判所に働 きかける

ものであ り、国民主権の下の財政立憲主義にかなうものである。具体的には国

民の行為 は二つのステージに分けられる。第一のステージでは国民は違法な財

産上の行為の証拠 を示す書面 を添えて会計検査院に監査の請求をすることがで

きるとされている(同 法案3条 、以下同じ)。

会計検査院は請求があった場合は事案に関わる調査を義務付けられている(4

条)。 そして、会計検査院は違法な財務行為があった場合には関係者に対 して必

要な是正措置を講ずべきこと命じなけれぼならない としている(8条)の であ

る。 このように同法案は地方自治法の住民訴訟 と同じく訴訟の前に独立行政委

員会である会計検査院の判断 ・決定を必要 とす る点では 「措置請求前置主義」

を採っているといえよう。

第ニステージでは国民からの請求に対 して会計検査院が勧告措置をとらなかっ

た場合、または国等が勧告措置に対 して十分な対応 をしなかった場合には国民

は国などを被告 として必要な措置を取 るように請求する訴訟を提起することが

できるとされている(10条)。 このように本法案は地方自治法の規定する地方自

治体の財政に対する住民による統制から国家 ・国民レベルへの拡大であ り、そ

れゆえに 「国民訴訟法案」 とされるのである。

この 「国民訴訟法案」における第一ステージの会計検査院の検査 ・是正勧告
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に役割については国民の財政問題に対する是正、監督の意識、国政への積極的

な参加を前提 とする有意義なものがあり、本法案の内容は今後の立法政策の問

題 として考慮に値する。 このような内容が実現すれば憲法に規定された会計検

査院の役割もより具体化され、活性化 されることは間違いないし、国民の主権

者 としての意識 も高まる。

その上で、第ニステージの妥当性の問題である。主観的要件 を問わず会計検

査院に検査を求めることはともか くその後の訴訟 までも認めることが妥当なの

かである。現状では確かに国会の財政に対する統制の意欲 ・努力のなさはある

にしても国会の財政監査能力の向上、 また、国会 と会計検査院 との協力関係の

深化を経ずに裁判所 に過度な期待を求めすぎているように思えてならない。

むしろ、これ までのよう既存の個別具体的な問題 についての主観訴訟の中で

司法的統制を考えた方が妥当 と思われ る。重要なのは司法への過度な依存では

なく、 この 「国民訴訟法案」の解説で も強調 しているように主権者 としての国

民の権利意識の高揚 と財政に対する関心の高まりである。そして、それに基づ

いた各国家機関の財政適正化の実現への努力、国会、会計検査院、裁判所の 「協

力」 というよりはそれらの間の 「政治的緊張」の中で実現されることであ り、

それに向けての制度的設計 こそ必要である。

④国家像について

財政の問題を考える場合、前提 として国家像のあ り方が問われなくてはなら

ない。た とえば、国家像について国家からの自由を憲法理念の中心軸に据 えれ

ば 「国家悪」 という位置づけにな らざるをえない。しか し、人が自然的自由で

はな く、社会的関係の中での自由を享受 しようとすれば国家内の存在であ り、
　

国家の存在 を否定できない。財政の問題 は国家内の存在である国民が現実の国

家運営のためには税負担を自覚することから始まる。

日本国憲法の納税の 「義務」の規定に対 しては国民の権利保障 という近代立

憲主義の趣 旨に反するとの批判がある。 しかし、イタリア憲法53条 は、担税能

力に応 じて公共の費用 を負担する義務を課 し、租税体系は累進制に基づ くと規

定 している。また、近代立憲主義の源流 とされるフランス人権宣言13条 の行政

の支出等のためには共同の租税が不可欠であり、能力に応 じて分担 しなければ
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ならない、 との規定は近代立憲主義に反するといえるのか。

確かに明治憲法下のように臣民 として当然の義務 とされるような税の観念は

払拭 されなければな らない。他方、国民主権の日本国憲法の下において税の問

題を忌避することは妥当とはいえない。この点、これまで憲法学が憲法上の人

権保障の実質化のためにどこか ら税金を徴収 し、 それをどこに使 うのか という
　

税財政の問題について消極的態度をとっていたという批判 も首肯できる。

国家像の基礎づけの一つ とされる社会契約論一般が歴史的事実に裏づけられ

た ものであるかは今 日では疑わ しい とされ るが、 アメ リカ建国初期 において

ニュー ・イングランドの共同体では 「あ らゆる種類の司政官たちを任命 し、自
　

らに課税 し、租税 を自らに割当て、徴収する」 とされていた歴史的事実がある。

共同体 を形成 し公共性がある社会を構成 しようとすれば税負担は避けられない

のである。

ところで、税の負担の問題 に関連 して言えば、社会権の保障だけが国家の財

政的負担を必要 とするわけではない。自由権は国家か らの自由 という思想では
　の

あるが、現実的にはその自由を保障するための警察、裁判所等のコス トが生じ、

税負担、財政的負担があることを認めざるをえない。 このような現実を見据え

れぼ 「国家悪」 といって も意味がないし、むしろ国家財政を含めて最適な形で

の国民による 「国家の統制」を考えざるをえない。

「国際社会調査プログラム」によれば日本の国民は北欧諸国に比較 して政府へ

　

の信頼度が低いとされているが、そのような態度は建設的ではないのであって、

逆に信頼 しうる国家を創 るための国民の規範創造的、能動的な態度 こそが求め

られている。その意味で税の支払いについても国家 によって 「奪 われている」

という受動的な姿勢ではな く国家の主権者 として税 を含めて財政運営の問題を
　ラ

能動的に検討すべきなのである。

もっとも、国家の存在を認 めることは国民生活 において国家の統制をまるご

と受け容れることではない。ケルゼ ンがい うように 「人間はその全体 として、

心身の生活の全機能 ・全側面が社会共同体に帰属するのではな く」、「国家秩序
　

が把握するのは、個人生活の特定の側面にすぎない」、言い換えれば、個人の尊

重、 「方法 としての個人主義」を確認しなが ら限定された国家機能を国家像 とし

て捉え、その財政機能を国民が憲法的に統制 しようとすることが本稿の課題で
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ある。

先に税制について国民に 「租税抵抗」の意識があるとしたが、財政破綻 とい
アゆ

う危機に対 して 「この 『共同の困難』に対応 した 『公共的な政府』」確立の必要

があり、国民 も公共性の意識を持ち、福祉国家の理念 に共感 して他者の 「痛み」

を共有することが求められる。そして 「他者への信頼の高い社会において、人々
　

は他者の生活を支える財源調達に合意 しやす くなる」のである。

要するに国家を忌避するのではなく、 また、現実 には公共性が不十分かもし

れないが、真の公共性た りうる国家を国民が能動的に創ってい くことが重要で

ある。福祉国家に関してどうしても払拭できないことは国家による上か らの 「恩

恵的」な給付 というイメージがあることである。 しか し、社会権 と自由権 を異
ア　　

質なもの として とらえるのではな く両者の相互関連性を理解すべきである。

重要なのは国家像の前提 として 「自律 した個人の主体的な生の追求による人
アヨ　

格的利益の実現」である。 ここで公共性 を具現化する国家 とは漠然 とした共同

性の無前提的 ・抽象的な自然的国家(「 美 しい日本」)で はな く、また、権力、

権威が強調された国家ではあ りえない。む しろ、個人の自律性 を前提 として現

実の格差社会を見据 え貧困の解消など具体的問題の解決 と人間の尊厳 という共

同性を目指す国家をい うのである。

確かに 「他者への信頼の高い社会」は現実の存在ではないし、実際には資本

の自由化、グローバ リゼイションの中で憲法25条 の生存権、28条 の労働基本権
フ　　

の保障がもた らした蓄積が押 し流され ようとしている。これ らの社会権を包括

する福祉国家は日本国憲法の理念であり、公共性を希求する規範性を有 し、憲

法下に生きる我々国民はその実現の使命 を負っていると捉えるべきである。

総 括

財政立憲主義の下、福祉国家 という真の公共性を確立するためには三つの要

素が重要である。 まず、一つには 「公開性」である。公共性 とは、公権力の行

使や公益 目的だけを指す ものではなく、公権力の実態の情報が国民に対 して開

かれること、 「公開性」を含むものである。そのためには国民が国家 についての

情報を知 る必要があるが、財政法46条 は、政府は財政に関する一般の事項につ
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いて国民に報告 しなければならないとして 「公開性」を規定している。

国家財政の不透明性の現状 に対 して、情報のより一層の公開 とともに政府は

税負担 について国民が納得 しうる詳細な事実の提示 と合理的な理由づ けが求め

られ る。そのことによって国民の 「租税抵抗」ではなく 「租税同意」がえられ

るはずである。それゆえに形式的な情報の開示に とどまることなく 「予算の内
　ら　

容をわか りやす く、納税者の視点に立って分析 し、解説する報道」が求め られ

る。

しかし、日本の予算の説明はOECDの 主要国の中でもっとも不透明であると
　　

の指摘がある。今後、政府は抽象的、一般的な財政逼迫のアピールではな く現

状の具体的かつ詳細な 「公開性」の努力が一層 、要請される。財政問題 に限 ら

ず公権力を有する者は権力行使の内容(こ の場合、国民の自由や財産を侵害す

る狭い意味ではな く、国民に利益の付与をもたらす行為 も含めて広い意味)に

ついて公的な説明責任を負 うという原則が課せ られていると捉えるべきである。

そして、二つには国民の参加である。国民主権 を実質化するためには国民が

財政問題 はもとより政治一般 にも関心を持つべ きであり、政治過程に参加する

ことが求められる。確かに国民の税金の問題に関する関心は低いが税金問題 も

含めて国民が政治に無関心であれぼあるほど政治権力者の怠慢をもたらすもの

である。イギリス、アメリカにおける国民主権の確立の歴史において税金に対

する国民の反発、抵抗が大 きな契機 となった ことを忘れてはならない。

ただ、その場合必要なのは国民の公共性の意識である。かつて政党の中には

一方で理念 として反国家権力、増税反対を掲げながら他方では個々の政策にお

いては社会保障の拡充を要求する傾向があ り、税負担の議論を避けるようなこ

とが多々あったが、これでは公共性の意識が欠如 しているといわざるをえない。

国民は現実には国家内の存在であり、公共的存在であることを自覚 し、税負担

を覚悟することも国民の参加の意味にふ くまれ る。

この点に関 して社会保障学 においても 「給付の前提 となる拠出ないし負担の

側面 も併せた論議が不可避の状況に立ち至っている。そうした中にあって、社

会保障学の側でも、拠出ないし負担面を見据えた議論の展開が重要な理論的課
　

題である」 とされている。 この負担面は国民の公共性の意識が欠如すれば単な

る 「強制」に終わって しまうゆえに憲法的理念に裏付けられた国民の公共性へ
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　　ラ

の関与、「規範創造的」 自由 として政治参加、積極的自由が必要である。

三つには立憲主義を核 とする議論の必要性である。「憲法二十五条 をめ ぐる問

題は、巨視的にいえば、わが国経済体制や社会経済政策実現の可否等をもふま

えた、憲法各条にわたる、憲法構造全体の視座から把握する姿勢が肝要ではな
ア　　

いか」 との指摘がある。要するに日本国憲法に準拠 して福祉国家の核 となる理

念 とは何かを司法、立法、行政の各領域で議論することであ り、国民的コンセ

ンサスを形成す ることである。

憲法に依拠 した政治 ・社会の構築 こそが立憲主義の真髄であるが、今や 「時

代の変化」、 「国際主義」の名の下に安易 に憲法規範の政治 ・社会の変化の現実

への妥協がなされ、また、国会の多数派 による決定、形式的民主主義プロセス

への依拠の半面、憲法の理念への依拠の観念が薄れつつあることが懸念 される。

佐藤幸治は憲法 とは単に統治機構 に関するルールではなく 「様々な社会的 ・私

的諸活動を行 う諸個人によ り構成され る政治社会のあ り方を視野に入れて理解
　の

されるべきもの」 と指摘する。

これ までのように 「財政民主主義」 として国会の判断に全面的に委ねるので

はな く財政の憲法的統制の問題 として立法 ・行政 ・司法の担当者はこれまで以

上に立憲主義の意識 を強 く持つことが要請 される。そ して、国民は主権者 とし

ての意識を持ち国会 における議論の活性化 を要求すべきである。また、司法的

統制に過度に依存するのではな く会計検査院の役割の拡大等、様々な既存の制

度の改革、新たな制度の構築を構想することが必要である。
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